
建築設備技術遺産 

 

認定第 35 号  A･P･テーテンスの戦前の実績を記す自作のノート 
管理者：株式会社テーテンス事務所 
所有者：株式会社テーテンス事務所 

 
A・P・テーテンス氏は 1914 年、建材社（現大気社）の暖房工事の技師としてドイツよ

り招聘され、1966 年に没するまでの５２年間、学校、病院、事務所、住宅等の暖房設備の

設計・監理を通じ、我が国の建築設備業界に多大な影響を与えた設備設計者である。 

今回の申請は、来日から太平洋戦争により活動ができなくなった 1935 年までの明治・

大正・昭和にまたがる作品に関するテーテンス氏の自作ノートであり、その内容は、東京

海上ビルの強制循環式温水暖房設備や帝国ホテルの暖房設備そして星製薬大崎工場の井水

利用のエアーワッシャー方式の空調設備などを含む９００件に及ぶ記録と、いくつかの計

画に対する自筆の自己評価（感想）である。 

これらは、戦前の日本の空気調和設備の歴史としての価値だけでなく、設計者の自己作

品に対する評価を知る上でも大変貴重な資料であり、建築設備技術遺産として認定するも

のである。 

 

 

 

  

テーテンス氏のノート 抜粋 


